
饗
輪
蘭

叢

不
労
利
得
税
を
論
ず

・

基
督
教
交
明
の
凝
展
概
論

吐
倉
哲
學
卯
襟
主
意
的
二
元
論
的
思
想

・

纏
濟
道
と
経
済
術

小
作
制
と
小
作
法

時
}

蛤醐

我
邦
の
地
租
を
論
ず

・

}説

苑

ジ

引
ン
・
ロ
ソ
ク

の

私

有

権

論

・

功

利

主

義

と

生

産

政

.策

.

雑

録

古

川
古
松
軒

の
著
述

に
就

て

・

『
共
産
宣

言
』
の
共
謀
太
・に

つ
い
て

附
録

・

本
誌

第
十
四
巻

絡
目
録

法
學
博
士

.

法
學
博
士

法

學

士

●

法

學

士

・

法
學
博
⊥

β

一㌧

ド

ヘ

ロ

バ
早
川

発

送

皿貝

河 作 恒 財

田 田 藤 部

嗣 荘 静

郎 一 恭 治

・

法
學
博
士

神

戸

正

雄

経
済
學
士

岩

城

忠

一

経
濟
學
士

堀

纏

夫

輕
濟
學
士

黒

正

巖

法
學
博
士

河

上

肇

9
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寺

.

!
旧
旨
.

」一

…
「
;

.

訊
轟涌

我

邦

の

地

租

を

論

ず
」

緒

コ

瀞

戸

正

」雄

我
邦
の
租
税
の
中
で
最
古

い
も
の
は
い
ふ
ま
で
も
な
く
地
租
で
あ

っ
て
、
此
は
我
邦

の
人
心
に
深
く
喰
入

っ
て

最

良
く
慣
熟
し
π
所
の
税
で
あ
る
。
薔
税
は
[艮
視
な
ざ

い
ふ
格
言
の
例

ε
し
て
は
恰
好
の
税
で
も
あ
る
。
そ
し
て

他
方
、
理
論
ε
し
て
も
地
租
は
人
の
不
勢
利
得
を
課
徴
す
る
恰
好
の
視
で
あ
る
ご
か
、
其
他
、
地
租
の
蹴
税
論
な

ご
も
あ

っ
て
、

一
部
の
人
々
か
ら
し
て
は
此
上
も
な
き
良
き
税
ε
い
は
れ
て
居
る
。
斯
く
て
地
租
は
飽
迄
固
守
し

な
く
て
な
ら

澱
が
如
く
に
思
は
れ
て
居

る
が
、
併
し
冷
静
に
考

ふ
れ
ば
此
に
も
若
干
の
鉄
黙

が
.あ
り
、
特

に
時
勢

の
攣
化
進
歩

に
順
慮
せ
す
、
特
に
之
を
國
税
ε
し
て
維
持
す

る
に
於
て
此
鉄
黙
が
著
し
く
現
は
れ
る
ざ
い
ふ
に
於

て
、
む
し
ろ
国
税

ε
し
て
は
磨
止
し
て
其
存
立
す
る
に
最
適
當
な
る
地
方
に
任
か
さ
ん
か
ε
の
案
も
生
す

る
。
孰

れ
に
せ
よ
其
内
容
を
吟
味
し
其
長
短
を
明
か
に
す

る
こ
ε
は
興
味
あ
る
こ
ご
で
あ
る
に
よ
b
て
敢
て
此
に

…
交
を

時

論

我
邦
の
地
租
ん
論
ず
.

第
十
四
巻

〔第
六
號

九
三
)
}
○
一
気



時

曲

我
邦
の
地
租
為
論
ず

第
十
四
巻

(第

六
麗

九
四
)

一
〇

=
ハ

佑

る

。

第

↓
段

我
邦
地
租
の
事
情

其

一

我
邦
地
租
の
獲
蓮

我
邦
の
地
租
は
古
代

の
租
庸
調
の
租
に
始
ま
り
、
永
く
我
邦
の
主
要
視
で
あ
っ
だ
。

明
治
維
新

に
な
っ
て
も
暫

ら
く
は
蕾
制
を
総
承
し
た
が
、
改
め
て
地
慣
制
度
を
立
て
且
つ
従
来
の
未
納
を
金
納
ε
し
た
。
此
地
債
の
確
定
は

明
治
六
年
に
着
手
し
て
十
四
年
に
至

っ
て
完
了
し
た
。
そ
し
て
之
に
よ
り
て
土
地
は
凡

べ
て

一
筆
毎
に
地
番
を
附

し
反
別
を
測
定
し
、
別
に
番
地
片
を
土
地

の
歌
呪
に
慮
じ
て
組
合
村

に
分
旙
せ
し
め
、
共
数
多
の
村
の
中
、
地
位

中
等
居
る
も
の

一
村
を
模
範
村
注
し
て
選
出
し
、
其
模
範
村
に
於
け
る
土
地
を
等
級

に
分
ち
、
其
各
級
の
凡

ぺ
て

の
土
地
の
牧
穫
を
精
査
し
、
之
を
基
準
ξ
し
て
其
他
の
村
に
於
け
る
各
地
庁
の
各
等
級

に
慮

じ
た
る
牧
穫
高
を
定

め
、
石
代
に
よ
り
金
銭
に
換
算
し
、
種
子
肥
料
(
総
牧
盆
の

自
制
五
分
〉及
公
租
(地
債
の
百
分
四
)
ε
し
て

一
定
割

合
を
控
除
し
た
る
残
額
を
純
収
益
ε
見
倣

し

(
尤
も
此
控
除
物
が
少

糠
か
ら
、
實
は
絡
牧
釜
ε
純
牧
盆
ε
の
中
間

物
に
過
ぎ
な

い
」
其
純
牧
盆
を
各
地
方
毎
に

一
定

し
セ
る
金
利
四
分
乃
至
七
分
、
通
例
六
分
に
よ
b
還
元
し
て
地

贋
を
定
め
、
郡
村
宅
地
等
は
其
村
耕
地
町
平
均
を
単
射

ε
し
、
之
よ
移
下
ら
ざ
る
所
に
て
地
位
の
便
否
に
よ
b
敷

等
に
分
ち
、
市
街
地
は
責
買

の
地
傾
井
に
相
封
貸
地
料
等
の
比
準
を
酌
量
し
、
便
否
の
地
位
を
差
等
し
て
償
格
を

9



亀

城

.

定
め
、
此
等
の
債
格
は
之
を
蔓
帳

に
登
録
し
て
年
々
其

に

一
定
の
税
率
を
適
用
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
制
度

.

は
地
債
に
依

る
.ご
は
い
ふ
も
の
』
、
其
實
は
推
定
的
牧
盆
に
課
す

る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
斯
の
如
く
に
し
て
定

め
ら
れ
た
る
地
債
は
其
後
、
明
治

二
十
年
二
十
二
年
三
十
二
年
の
三
回
航
亘
り
特
殊
地
方
に
就
き
修
正
を
行
ひ
、

以
て
多
少
の
不
公
平
を
匡
正
し
セ
。
特
に
宅
地

に
つ
い
て
は
経
済
界
の
愛
化
に
よ
り
其
等
級

に
非
常
な
る
攣
動
を

来
た
し
た
か
ら
、
四
十
三
年

に
從
來
ご
は
別
箇
の
方
法

に
よ
り
賃
貸
債
格
を
基
礎
ε
し
て
地
債
の
稽
大
な
る
修
正

を
行
ひ

(賃
貸
債
格
の
十
倍
を
原
則
こ
し
、
但
し
其
が
市
街
宅
地

に
あ
り
て
は
現
在
法
定
地
儂
の
十
八
倍
、
郡
村

宅
地
に
あ
り
て
は
現
在
法
定
地
償
の
七
倍
二
割
を
超
ゆ
る
`
き
は
、
市
街
宅
地

に
あ
り
て
は
現
在
地
償
の
十
八
倍

郡
村
宅
地
に
あ
り
て
は
現
在
地
償
の
七
倍
二
割
を
以
て
其
地
償
ε
す
)
以
て
今
日
に
及
ん
だ
。
そ
し
て
其
牧
人
は

此
視
制
定
以
來
太
し
き
増
加
を
示
さ
す
、
其
の
全
租
税
牧
人
巾
の
地
位
に
至
て
は
、
む
し
ろ
益
々
低
下
し

つ
Σ
め

る
こ
ε
既
に
私
が
租
税
研
究
中
地
租
の
時
勢
順
慮
力
に
て
説
く
所

の
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
共
最
近
の
牧
入
は
七

三
、九
四
九
、
三
四
八
圓
(
大
正
九
年
)
で
、
其
内
鐸
は
下
の
如
く
で
め
る
。

【4×3〕(2×1)

時 其 宅 畑 田

取
入
金
額

四
E
、四
元
三
一老

聖
碧
昌
・田
老

地

一穴
ε
悪
画
筆

他

一
ε
合
・
一死
三

我
邦
の
地
租
々
論
ず
.

百
分
比
牽》

　

第
+
四
巻

(第
六
膿

九
五
)

一
〇

一
七



■

時

論

我

郵
り
地

租
々
論
ず

第
十
四
巻

(第
六
號

九
六
〉

一
〇

「
入

其
二

我
邦
地
租
の
構
造

ラ】
施
行
地
域
-

日
本
内
地
、
但
し
伊
豆
七
島
、
小
笠
原
島
を
除
く
(
北
島
嘆
地
方
に
て
は
當
分
従
前

の
通
り
こ
す
)

N二
裸
視
物
件

A
積
極
的
範
園
-

有
租
地
に
課
す

(
第

一
類
中
天
は
第

二
類
中
の
各
地
目
攣
換
す
る
も
の
を
地
目
攣
換
こ
い

ひ
、
第

一
類
地

を
第
二
類
地

に
攣
摸
す
る
を
地
類
攣
換
ぎ
い
ひ
、
第
二
類
地

に
勢
費
を
加

へ
第

一
類
ご
爲
す
を
開

誓

い
ひ
・
第

痛

地
文
は
第
二
類
地
の
山
崩

川
峡
・
押
流
、
石
抄
入
、
川
成
、
海
成
、
温
水
成
等
の
如
き
天

災

に
罹
り
地
形

を
憂

じ
た

る
を
荒
地

ξ

い
ふ
)

うい
第

一
類

地
-

田
、
畑
、
宅
地
、
塵

田
、
鑛

泉
地

Xろ
第

二
類
地
一

池
沼
、
由
[林
、
牧

場
、
原
野

、
、雑
種
地

一
(

B
清
極
的
範
.園

一
)い

全
免
租
地

(
一1

国
府
縣
郡
市
町
村
其
他
勅
令
を
以
て
指
定
す

る
公
共
團
膿

(府
縣
組
合
、
郡
組
合
、
水
利
組
合
、
水
利

組
合
聯
合
會
、
市
町
村
組
合
、
町
村
組
合
、
市
町
村
學
校
組
合
、
町
村
學
校
組
合
、
市
町
村
内
の
匠
、
學
匠
、
沖

縄
縣
の
匠
、
匠
内
の
部
、
北
海
道
地
方
嬰
、
北
海
道
の
旺
及
匠
町
村
内

の
部
、
北
海
道
土
功
組
合
)
に
て
公
用
文

は
公
共
の
用

に
供
す

る
土
地
(有
料
借
地
は
除
く
)

●
.



ラ2
府
縣
郡
市
町
村
其
他
勅
令
を
以
て
指
定
す

る
公
共
團
髄
が
公
用
文
は
公
共
の
用

に
供
す
・べ
き
も
の
ε
定

(

め
た
る
共
所
有
地
(斯
く
定

め
陀
る
こ
き
よ
り

一
年
内
に
蚕
用
ス
は
公
共
の
用

に
供
せ
ざ
る
ピ
き
は
除
く
)

ラ
へ

3
府
縣
吐
地
、
郷
村
肚
地
、
招
魂
肚
地
(有
料
借
地
は
除
く
)

バ4
墳
墓
地

瓦5
用
悪
水
路
、
溜
池
、
堤
塀
、
井
溝

疲6
鐵
道
用
地
、
軌
道
用
地
、
運
河
用
地

π7
保
安
林

X8
公
衆

の
用

に
供
す
る
疸
路

X9
私
立
の
幼
稚
園
、
小
學
校
、
市
単
校
高
等
女
畢
校
、
質
業
學
校
、
専
門
學
校
、
高
等
単
核
及
大
學
、
其

他
大
賊
大
臣

に
て
指
定
し
た
る
も
の
Σ
用
に
供
す
る
土
地

〔は
義
務
者
の
申
請
に
よ
り
地
租
を
免
す
)

-o
皇
族
賜
邸
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
皇
后
、
皇
太
子
、
同
妃
、
皇
太
孫
、
同
妃
、
未

だ
婚
嫁
せ
ざ
る
未

(

成
年
の
皇
子
及
皇
太
子
、
皇
太
孫
の
子
に
し
て
未
だ
婚
嫁
せ
ざ
る
未
成
年
者
の
所
有

の
土
地

(
其
以
外

の
皇
族
所

有
土
地

に
は
地
租
を
課
す
)

ラー1
砂
防
法
に
よ
り

一
定
の
行
爲
を
禁
止
叉
は
制
限
す
る
土
地
(減
租

の
場
合
あ
b
)

(時

論

礁
邦
の
地
租
な
論
ず

第
+
四
巻

(第
六
號
.
九
七
)
】
○
」
九



時

論

我
邦
の
地
租
な
論
ず

第

十
四

谷

(
第
六
號

九
八
)

【
〇
二
Q

うろ

一
定
期
間
免
租
地
-

此
死
相
は
凡

べ
て
困
難
の
救
済
の
意
味
を
有

つ
か
、
然
も
な
け
れ
ば
利
用
促
進

の

趣
旨
に
出
づ
。

1
救
済
に
出
つ
る
も
の

a
荒
地

イ
被
害
の
年
よ
り
十
五
年
以
内
免
租
年
期
を
定
む

(海
嘯

の
短
め
潮
水
浸
入
し
作
土
を
損
害
し

配
る
も
の
亦
之
に
準
ず
)

ロ
免
租
年
期
明
に
至
り
省
は
荒
地
の
形
舩
を
存
す
る
も
の
に
は
更

に
十
五
年
以
内

の
菟

ラ

租
繊
年
期
を
定
め

ハ
川
成
、
海
成
、
湖
水
成
に
し
て
死
相
年
期
明
に
至
b
原
形
に
復
し
難

き
も
の
は
更

じ
二
十
年

以
内
の
死
相
欄
年
期

を
許
す
。

ラb
災
害
叉
は
天
候
不
順
に
よ
b
敗
穫
皆
無
に
蹄

し
だ
る
ざ
き
其
年
男
の
免
租
を
駕
す

こ
`
あ
る

べ
し
。

一
(

2
利
用
促
進

に
出

つ
る
も
の

(
)a

官
有
の
水
面
を
埋
立
て
叉
は
干
拓

し
民
有
に
締
し

た

る
土
地

は

六
十
年
の

新
開
免
租
年
期
.を
許
す

(但
し
年
期
明
に
至
ザ
事
業
成
功
叉
は
地
味
成
熟
に
至
ら
ざ
る
も
の
に
謝
し
て
は
更

に
年
期

の
延
長
を
許
可
す
る

を
得
。
尤
も
其
年
期
は
通
じ
て
七
十
年
を
超

ゆ
る
を
得
す
)

b
耕
地
整
理
の
施
行
に
よ
り
共
地
庭
内
の
国
有
の
森
林
原
野
若
く
は
荒
蕪
地
を
開
拓
し
て
第

】
類
地

ざ

駕
し
た
る
ご
き
叉
は
国
有
の
水
面
を
埋
立
て
叉
は
干
拓
し
て
民
有
地

ε
愉
し
た
る
ぜ
き
は
、
埋
立
地
又
は
干
拓
地

に
は
六
十
年
、
其
他
の
土
地
に
は
二
十
年
の
耕
地
整
理
新
開
冤
租
年
期

を
許
す

(年
期
明
に
至
b
地
味
成
熟

せ
ざ

9



.戸

る
ε
き
は
、
,更

に
十
年
以
内
の
年
期
延
長
を
許
す
を
得

)

c
造
林
地

に
は
三
十
年
以
内

、
相
當

の
発
租
年
期
を
定
め
て
冤
相
す
。

(

一二
納
税
義
務
者
一

は
土
地
土塁
}帳
に
登
録
さ
れ
た
る
左
の
も
の
ε
す

Ω
義
務
者
　、
其
土
地
所
在

の
市
　暁
町
村
内
に

佳
所
叉
は
居
所
を
有
せ
ざ
る
ε
き
は
、
其
市
匠
町
村
内
に
佳
所
を
有
す
る
納
税
管
理
人
を
置
く

こ
ε
を
要
す
)

ラA
通
例
一

土
地
所
有
者

M①
特
例

い
質
椹
の
目
的
陀
る
土
地
に
つ
い
て
は
質
権
者

X

.

ろ
百
年
よ
り
長
き
存
続
期
間
の
定
め
あ
る
地
上
権
の
目
的
π
る
土

に
つ
い
て
は
地
上
権
者
㍗
.

)

(

四
課
税
標
準

(
)

A
原
則
一

}
且
定
め
ら
れ
毫
帳
に
記
載

し
た
る
地
償

に
依

る
。
年

の
豊
凶
に
よ
り
増
減
せ
ざ
る
を
原
則
ご
す

B
地
贋
修
正
-

左
記
所
定

の
利
用
方
法
攣
更
に
よ
り
牧
盆

に
攣
動
を
生
じ
た
る
場
合
に
、
牧
盆
を
審
査
し
等

(
級

を
定

め
近

傍
類
地

に
比
較

し
て
地

償
修
正
を
行

ふ
。

うい
地

目
又

は
地
類

を
愛

摸

し
た

る

`
き

Nろ
開
墾

し
た

る
ε
き

×

'

は
開
拓

鍬
下
年
期

明

に
至

り
た

る
窪
き
.

■

(
時

論

我
邦
の
地
租
々
論
で

第
十
四
巻

(第
六
號

九
九
)
一
〇
二
一

.



、

時

論

我
邦
の
地
租
な
論
ず
.

第
+
四
巻

(第
六
號

一
〇
〇
)
「
〇
二
二

.

うに
荒
地

免
租

年
期

明
に
至

り
原
地

目

に
復

し
難

く
、
若
く

は
他

の
地

目

に
鍵
じ

た
る
ご
き
、
叉
は
低
慣

年
期

明

し
至
b
原
地

償

に
復

し
難

き

ご
き
。

ラc
地

償
宥
恕

(
一い

地
債
不
修
正
i

土
地
の
利
用
改
良
を
奨
拗
す
る
爲
め
に
直
ち
に
地
慣
の
修
正
を
行
は
す
噛

一
定
年
間
地

債
の
据
置
を
許
す

1
開
墾
し
だ
る
ご
き
〔開
墾

着
手
年
よ
b
二
十
.
一
年
目
に
其
成
功
部
に
地

償
を
修
正
す
)

N2
十
年
以
内
に
成
功
し
能
は
ざ
る
開
墾
を
寫
す
ご
き

(
四
十
年
間

の
鍬
下
年
期
を
興

へ
、
年
期
中
は
原
地

(

憤
に
よ
b
地
租
を
徴
牧
す
)

3
宿
有
地
を
開
拓
し
て
民
有
に
賺
し
た
る
ε
き

〔共
素
地
相
當
ざ
認
む
る
地
償
を
定
め
、
二
十
年

の
鍬
下

(

年
期
を
許
す
。
其
間
規
定
地
償

に
よ
b
地
租
を
徴
収
す
)

ラ4
地
目
を
攣
摸
す
る
爲
め
開
墾

に
等
し
き
勢
費
を
要
し
た
る
`
き

(四
十
年
の
地
償
据
置
年
期
を
許
す
)

(

.

布
鍬
下
年
期
、
地
償
据
置
年
期

の
許
可
を
得

た
る
土
地
に
し
て
年
期
明
に
至
り
事
業
成
功
叉
は
地
味
成
熟

に
至
ら

ざ
る
も

の
に
劃
し
て
は
更

に
年
期
の
延
長
を
許
す
を
得

(
但
し
開
墾
鍬
下
年
期
及
地
慣
据
世
年
期

の
土
地
に
つ
き

て
は
通
じ
て
五
十
年
開
拓
鍬
下
年
期
の
土
地

に
つ
き
て
は
通
じ
て
三
十
年
を
超
ゆ
る
を
得
す
)

ラ5
耕
地
整
理
を
施
行
す

る
に
當
り
、
共
地
域
内
の
民
有
地
総
面
積
の
五
分

一
以
上
に
當
る
土
地
に
つ
き
開

(



●

墾
又
は
地
目
攣
換
を
駕
し
た
.る
場
合
に
、
開
墾
し
た
る
土
地

(開
墾

に
等
し
き
弊
費
を
要
す
る
地
目
愛
換
は
開
墾

ε
見
倣
す
)
に
っ
き
て
は
工
事
着
手
の
年
よ
り
四
十
年
、
攣
摸

し
た
る
土
地

に
っ
き
て
は
工
事
完
了
の
年
よ
り
六

年
の
耕
地
整
理
地
贋
据
置
年
期
を
許
す

〔但
し
開
墾
し
た
る
土
地
に
し
て
年
期
明
に
至
り
工
事
完
了
叉
は
地
味
成

熟
せ
ざ
る
ご
き
は
、
更
ら
に
工
事
完
了
ま
で
又
は
十
年
以

内
の
年
期
延
長
を
許
す
を
得
)

うろ
低
償
年
期

一

荒
地
免
租
年
期

明
に
至
り
共
地

の
現
況
、
原
地
償
に
復
し
難
き
も

の
は
十
五
年
以
内
七
割

く

以
下
の
低
儂
年
期

を
定
む
。

ド
.

-

ラ五
税
率
I
I
が
土
地
の
種
類
に
よ
b
多
少
異
る
は
、
宅
地
ば
四
十
三
年

の
地
償
修
正
に
よ
り
、
地
債
算
定
基
礎
が

r他
ε
異
る
に
至
り
π
る
に
因
b
、
宅
地
田
畑
以
外
の
土
地
は
敗
租
當
…府
の
地
債
算
定
が
此

に
於
て
比
較
的
低
か
り

し
に
因
る
。

ラA

一
般

(

い
宅
地

アろ
田
畑

は
其
他

の
土
地

)

(

B

北

海

道

(

うい
宅
地

蒔

瞳

,

端
便

の
百
分
二
半

地
価
の
百
分
四
帯

地
慣

の
百
分
五
牛

地
偵
の
百
分
二
中

裁
邦
の
地
租
か
附
す

第
十
四
號

(
第
六
號

」
O

一
)

一
〇
二
三

亭

}

■

■



●

●

時

論

我
邦

の
地
租
隠
論
ず

第

十
四
巻

(第

六
號

一
〇
二
)

一
〇
二
四

うろ
田
畑

地
憤
の
百
分
三
、
二

Fば
其
他
の
土
地

地
偵
の
百
分
四

(

」

ラ⊥
ハ
納
期
1

の
匠

々
ε
な

る
の
は
、
主

ε
し

て
義
務

者

の
便
宜
を
計
り

た
る

に
因

る
。

特

に
田
畑

に

つ
い
て

は
敗

(穫
及
其
換
償
時
期
、
叉
は
副
業
吸
入
の
時
期
艀
を
斟
酌
し
て
定

め
た
も
の
で
、
田
租
は
年
末
よ
り
翌
年

に
掛

け
て

四
回
に
分
納
せ
し
め
、
畑
租
は
年
末
に
二
回
に
分
納
せ
し
め
宅
地
租
は
之
ε
異
り
年
二
回
の
決
算
期
を
考
慮
し
て

定
め
た
の
で
あ
る
。

ラA

一
般

一
)筆

軸
ch
第

「
期
.
其
隼
七
月

一
日
よ
畔
七
月
三
十

一
日
限
叫

租
額
二
分

「

働
第

二
期

翌
年

「
月

一
日
よ
り

}
月
三
十

一
日

限
り

税
額

二
分

一

・
.

初
田

(
の

第

↓
期

其
隼
十
二
月
十
六
日
よ
り
翌
年

一
月
十
五
円
限
り
.
租
額
四
分

一

⑧

第
二
期

翌
年

二
月

一
同
よ
り

二
月
末
ぼ
限
り

租
額
四
分

「

㈹
第

三
期

翌
年
三
月

一
日
よ
q
三
月
三
十

一
日
限
り

租
額
四
分

一

…閏
第
㎎
期

翌
年
五
月

一
口
よ
り
五
月
三
十

一
日
限
リ

租
額
四
分

一

コば
其
他
の
土
地

(
ω
第

一
期

其

年
九
月

一
目
よ
噂
九
月
三
十
日
限
り

租
額
二
分

「

F

.



鋤
第
二
期

其
年
+
一
月
一
口
よ
り
+
一
月
三
+
同
限
り

税
額
二
分
一

ラB
特
例

(
一い

北

海
道

(

γ1
宅
地

(第

一
期

、
其
年
七
月

一
日

よ
り
八

月
三
十

一
日

限
b
租
額

の
二
分

一
、
第

二
期

、
翌
年

一
月
十

日

よ
b
同

二
月

末
日
限
b
租

禎
の
二

分

一
)

・

ラ2
其
他

の
土
地

(第

一
期

、
其
年
十
月

一
日

よ
り
十

一
月
三
十

口
限

h
税

額
二
分

一
、
第

二
期

翌
年
四
月

一
日

よ
り
五

月
三
十

一
日
限
り
租

顎
二
分

ご

ろ
鹿
児
島

縣
大
島
郡

、
沖
縄

縣

に
も
特

例
め
り

、

)

(

毛
黴
取
手
緬

【地

偵

の
決
定

に

つ
い
て
は
磯
達

の
都
参
照

)

(
)A

税
務
署
-

有
租
地

は
名
筆
毎
に
地
誉
、
反
別
、
地

償
及
所
有
者

を
土
地
塁
帳
に
登
録
し
、
#

に
之
に
相
當

す
る
地
圖
を
調
製

し
て
之
を
各
枇
務
署
に
備

へ
、
以
て
地
租
微
粒
の
原
簿

こ
し
、
其
異
動
め
り
た
る
ε
き
に
於
て

は

一
身
加
除
訂
正
を
行
ひ
且

つ
之
を
市
町
村
に
通
知
す

(
-
牧
松
官

吏
は
土
地

の
検
査
を
寫
し
叉
は
義
務
者
若
く

う

は
所
有
者
に
黝
し
必
要
の
事
項
を
尋
問
す
る
を
得
2
地
租

を
課
せ
ざ
る
土
地
を
地
租
を
課
す

る
土
地

ご
爲
し
た
る

ε
き
は
共
地

の
現
況
に
よ
り
直
ち

に
地
僧
を
定
む
)

ラB
市
町
村
一

に
は
.
一
入
別
地
租
名
寄
帳
を
備

へ
、
税
務
署

の
通
知
に
よ
り
其
異
動
を
加
除
訂
正
し
、
各
人
別
の

時

論

我
邦
の
地
租
な
論

ず

第
+
四
巻

(第
六
號

一
Q
三
)

一
〇
二
五

.



時

論

我
邦
の
地
租
存
論
す

第
+
四
巻

(第
六
號

一
Q
四
)
一
〇
二
六

額
を

明

か
に
し
、
義

務
者

毎
に
、
同

一
地
目

の
地

慣

合
計
額

に
よ
b
地
租

及

分
納
額

を
算

出

し
て
徴
放

す
。

七
救
済
-

地
租
の
賦
課
徴
牧
に

つ
き
異
議

め
る
も
の
は
訴
願
叉
は
行
政
訴
訟
に
よ
り
救
済
を
求
む
る
を
得
。

八
罰
則

A
土
地
を
欺
隠
t
地
租
を
述
醗
…す
る
も
の
は
罰
金
叉
は
科
料
に
庭
す
。

,

N
.

H
地
租
を
課
す
る
土
地
を
地
租
を
課
せ
ざ

る
土
地
ε
駕
し
又
は
地
租
を
課
せ
ざ
る
土
地
を
地
租
を
課
す
る
土
地

(
ε
駕
す

の
届
出
を
怠
る
も
の
は
罰
金
叉
は
科
料

に
震
す
。

ラC
地
目
を
愛
換
し
天
盛
地
類
を
攣
換
す
る
眉
山
を
怠
り
、
開
墾

の
届
出
を
怠
り
π
る
も
の
は
科
料

に
威
す
。

第

二
段

我
邦

地

祖

の
批

評

其

一

我
邦
地
租
の
長
所

地
租
特
に
我
邦
の
其
に
は
可
な
り
多
く
の
長
所
が
あ
る
。
先
づ

'

ラ一
公
牛
負
擢
上
i

よ
り

い
ふ
ご
、
土
地
叉
は
む
し
ろ
土
地
所
得
は

一
の
物
的
元
素

よ
り
生
じ
た
も
の
こ
し
て
、

人
的
所
…得

よ
り
も
特
段

に
重
く
課

せ
ら
る
べ
き
理
由
あ
る
の
み
な
ら
す
、
特

に
土
地
は
有
限
猫
占
的
な
る
自
「然
物

で
、
其
償
値
が
祉
會

の
獲
達
ご
共
に
熱

せ
ず

し
て
増
加
す

べ
き
も
の
な
る
に
於
て
其
持
主
の
給
付
能
力
の
割
合
に

大
な
.る
こ
ε
を
推
定
す
る
を
得

べ
く
、
随
ふ
て
特
段

な
る
課
税
を
至
雷
電
す
る
所
で
あ
る
。
今
日
の
獲
達
し
複
雑

.



な
る
纒
濟
耽
會
に
て
地
租
の
み
を
鯨
り
に
過
重
課
す

る
こ
ε
は
出
來
な
い
に
せ
よ
、
兎
も
角
此
が
存
立
は
無
意
義

で
は
な
い
D

ヘ
ノニ

財
政
収
入
上
一

に
は
牧
人
可
な
り
豊
富
で
あ
b
、
特
に
其
牧
人
が
確
實
ピ
い
ふ
長
所
を
も

つ
。
経
濟
界
の
動

(樒
が
あ

っ
て
も
、
天
災
地
攣
が
起

つ
た
に
し
て
も
、
非
常
特
別
な
る
事
情

の
な
い
限
り
は
、
殆
ん
ざ
其
牧
人
に
憂

動
を
生
じ
な

い
で
済
む
。
其
は
全
く
其
課
税
物
件
に
於
て
攣
化
が
少
く
、
課
税
標
準
が
固
定
し
て
居

る
か
ら
で
あ

る
。
兎
に
角
此
敗
入
の
確
實

`
い
ふ
こ
ε
は
此
税
の

一
の
長
所

に
相
違
な
く
、
此
黙
に
於
て
他
税
の
及
ぶ
能
は
ざ

る
所
で
あ
る
。

ラ三
國
民
.経
済
上
i

に
は
此
枇
の
存
在
が
各
種
産
業
の
上
の
墜
迫
に
は
な
る
が
、
併
し
共
納
税
期

に
就

い
て
も
其

(々
納
附

し
易
き
時
期

が
斟
酌

し

て
あ
り

、
災
害

に
遇

ふ

て
困
難
す

る
場

合

の
宥
恕

も
定

め
て
あ
り
、
土
地

の
利
用

を
促
進
す

る
爲

め
の
特
典
も
出

來
て
居

る
か
ら

、

そ
ん

な

に
不
良

な

る
影

響
を
與

ふ
る

ご

い
ふ
こ
`
は
な

い
。

ラ四
課
税
技
術
上
一

に
は
其
課
税
標
準
紀
る
地
償
を
決
定
す

る
ご
き
に
は
非
常
な
る
面
倒

ご
紛
争

ご
を
伴
ふ
が
、

(併

し
既

に
此

が

一
旦
定

ま

つ
π
以
上

は
、
最
早
裸

視
標

準

ご
し

て
此
ほ

ご
明
確

な
も
の
は
な
く

、
此

に

つ
い
て
は

殆

ぜ
紛
争

の
起
り
や
う

も
な

く
、
年

々
に
於

け

る
徴
牧

は
全

く
簡

単
な
も

の
で
、
徴
視
費

は
極

め
て
少
く

し

て
済

む
。

且

つ
叉
課
税
標
準

が
明

確
な

る
の
み
な
ら
す

、
課

税
物
件

が
全
く
表

現
的

で
隙
匿

が
出

家
難

い
か
ら
、
蓮

脱

ε

い
ふ
こ

ご
も
殆

ん
ざ
全
く
行

は
れ
な

い
。

時

論

我
邦
の
地
租
為
論
す

第
十
四
巻

(第
六
號

「
〇
五
)
「
〇
二
七

◎

「



時

論

我
那
の
地

租
な
論
↑

、

第
十
四
巻

〔第
六
號

一
〇
六
)

一
〇
二
八

ラ五
国
民
負

摺
上
1

に
は
此
が
歴
史
的
に
も
頗

る
永
き
時
以
来
、
慣
れ
來
つ
セ
も
の
で
あ
る
か
ら
負
推
し
易
き
の

(み
な
ら
す
、
特
に
物
上
負
撚
ご
な
る
傾
め
る
も
の
で
あ
る
が
爲
め
に
も
、
義
務
者

に
於
て
殆

ん
ご
其
負
搭
を
威
せ

ざ
る
に
至
ろ
円
い
ふ
長
所
が
あ
る
。

共

二

我
邦
地
租
の
短
所
反
共
救
済
策

上
記
に
依
れ
ば
地
租
は
可
な
b
頁

い
視
の
や
う
で
あ
る
。
け
れ
こ
も
樹
細
か
に
考
ふ
れ
ば
此
に
映
黙
が
あ
b
、

而
か
も
大
な
敏
黙
が
あ
る
第

一
に

ラ

ラ

】
公
李
負
捨
上
I

A
土
地
が
如
何
に
特
段
に
大
な
給
付
能
力
を
表
は
す
も
の
ε
は
い
へ
、
土
地
以
外

の
諸
物
的

`

(

元
素
を
見
逃
し
て
良
い
ほ
こ
此
土
地

に
特

に
重
き
負
櫓
を
課
す

べ
き
で
は
な
く
、
特

に
今
日
の
如
く
土
地

ご
瞥
業

ぜ
の
み
が
特
段
猛
る
負
据
を
為
す
の
制
度
ほ
、
到
底
公
牛

じ
な

い
こ
ξ
随
ふ
て
此

同
税
を
維
持
す
る
以
上
、
別
に

家
屋
税
資
本
利
子
税
な
か
る
べ
.か
ら
ざ
る
こ
ご
は
、
既

に
前
論
衣
に
説
く
所

の
如
し
で
あ
る
。

ラ

ラ

田
借
て
火
此
税

の
課
税
標
準
た
る
地
債
が
い
既

に
半
世
紀
前
の
作
物
で
今
ご
な

っ
て
は
實
際
ε
去

る
こ
ご
あ
ま

(

b
に
大
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
今
で
は
非
常
に
不
公
李
な
も
の
こ
な

っ
て
居

る
ε
い
ふ
の
映
黙
を
も

つ
。
夫

の
時

以
来
我
邦
の
経
済
界
の
攣
邉
獲
蓮
は
非
常
な
も
の
で
あ
り
、
常
時
の
米
万
代
三
圓
半
角
こ
い
ふ
の
が
今
日
で
は
十

数
倍
ご
な

っ
て
居

る
の
に
よ
b
て
も
想
像
し
得
る
如
く
、
大
抵
の
土
地
で
は
地
償
が
益

々
上
ば
っ
て
事
實
上
の
地

儂
が
法
定
の
地
償
ご
大
に
異
る
あ
の
こ
な

っ
て
居

る
。
夫
の
當
塒
の
負
捲
が
土
地

の
相

當
の
負
据
ε
假
足
す

る
な

(



ら

ば
今

日
で
は
大
磯
過
當

に
低

い
負

捲

ご
な

っ
た
`

い
ふ
こ
ε
に
.な
る
。
其
も

凡

べ
て

の
土
地

が
均
等

に
上
ば

っ

た
な
ら
ば
、
夫

の
地

償

に
て

も
少

く
ε
も
、
各

地
庁

の
間

に
は
質
.憺

の
不
公
牛

を
生

ぜ
す

し

て
済

む
が
、
遺
減

な

が
ら
地

債
の
上

っ
た
度
合
は
各
地

κ

一
様

で
な
く
、
或

は
大

に
上
ば
り
、
他

の
も

の
は
少
し

く
上

ば
り
そ
し
て
慮

に

よ
り

て
は
土
ぽ

り
得

す
し
て
却

っ
て
下

っ
た
の

声

へ
あ

る
。
此

に
於

て
質
権

の
不
権
衡
を
生
す

る
。
其

も
短

き
時

の
問
な

れ
ば
大
し
た
.愛
化
も
大

し
た
不
権
衡
も
生
じ

な

い
が

、
永
く
な

れ
ば

な
る
ほ
こ
其
差
等

が
烈

し
く
な

る
。

で
此
制

度
を
維

持
す

る
こ
す

れ
ば
、
是

非

こ
も

せ
め

て
五

年

ε
か
十
年

こ
か
毎

に
改
正
を
行

は
な

く
て
は
な
ら

鳳

慮

が
此

が
改
正

に
頗

る
亘
費
を
要

し
、
例
之
、
少
く

ε
も
田
畑
だ

け
に
て
も

一
回

に
四
五
千
萬
圓

づ

N
を
要
す

る

ε

い
ふ
の
で
、

之
を
五
年

毎

ε
か
に
行

ふ
こ

い
ふ
こ

ε
は
考

物

ご
い
ふ

こ
ぎ
に
な

る
。
・加
之
之

を
行

ふ
ε

し
て
随

分
苦

情
紛
射
も

が
太

い
こ
ご
で
あ
ら
う
。
年

々
攣
化

す

る
課
税

標
準

な
れ
ば
、
ま

だ
共
紛
争
も
少

く

て
済

む
が
、

多
少

永
き
年

の
問

の
基
礎

ε
な

る

べ
き
も

の
を
愛

へ
る
こ
な
れ
ば
、
利
害

の
及

ぶ
所

が
太

い
の
で
自

ら
紛
争

も
太

く
な
る
。

又
之
を
改
定

し
だ

ピ
し

て
之

を
行

ふ

の
に

多
少
永

き
時

を
要

し
、
随

っ
て
初

め
の
時

に
政
定

し
た
.の
こ
、

後

の
塒

に
改
定

し

π
の
ご
で
不
公
李

を
見

る
ご

い
ふ

こ
ε
も
生
じ
、
又
折
角
共

を
公
李

に
定

め
て
も
問

も
な
く
段

々
ε
不
公
牛

に
な

る
こ

い
ふ
こ
ご
に
も
な
る
。
で
已

む
を
得

す
大

困
難

を
胃

し
て
も

時

々
即

ち
五

年
目

ピ
か
十

年

目

ε
か
に
改
定
を
行
ふ
こ
ご
に
し
な
一
て
は
な
ら
ぬ
が
、
所
詮
其
に
し
て
も
不
公
李
を
免
れ
雪

い
ふ
に
於
て
此

方
法
は
壌
止
の
外
な
き
.、
ε
で
も
あ
ら
う
。
加
之
、
此
方
法
に
よ
れ
ば
年
の
豊
凶
牧
穫
物
償
格

の
騰
落
等
に
拘
ら

纏

論

我
郵
の
地
理

撃

第
西

巻

(築

號

一
。
七
)
一
〇
二
九

.



〆

時

論

我
邦
の
地
租
な
論
ず

第
十
四
巻

(第
六
號

一
〇
八
)
一
〇
三
〇

ず
税
額
に
増
減
が
な

い
か
ら
、
納
視
額
`
牧
釜
蓬
の
間
の
均
衡
を
得
な
い
ビ
い
ふ
快
然
も
め
る
。
即
ち
地
償
よ
b

ワ

ラ

見
て
も
牧
盆

よ
り
見
て
も
不
相
當
随

っ
て
不
公
卒
な
課
税
ε
い
ふ
の
で
あ
る
。
ろ
併

し
強

い
て
此
を
維
持
し
て
此

(

際
地
償
修
正
を
行
ふ
ε
い
ふ
な
ら
ば
、
全
禮
に
亘

っ
て
大
根
本
的
な
革
正
を
試
む
る
も

一
方
法
で
あ
る
が
、
又
小

改
正
に
止
む
る
も

一
方
法
で
あ
る
。
後
者

に
依

る
ε
す
れ
は
、
宅
地
の
方
は
四
†
三
年
に
可
な
り
大
な
修
正
を
行

ふ
て
其
よ
b
日
を
脛

る
こ
ε
多
く
な

い
か
ら
其
儘
に
し
て
も
大
し
た
不
都
合
は
な

い
。
尤

も
常
時
此
を
行
ふ
に

つ

い
て
附
し
た
る
制
限
だ
け
は
此
際
徹
腰
す
る
が
至
當
で
み
る
。
即

ち
當
時
賃
貸
償
格
の
十
倍
を
以
て
修
正
地
.債
ε

し
、
但
だ
其
賃
貸
横
路
の
十
倍
が
現
在
法
定
地
慣
に
謝
し
、
市
街
宅
地
に
て
は
十
八
陪
を
、
郷
村
宅
地
に
て
は
七

倍
二
割
を
馨

る
き

は
・
其
夫

隻

は
柱
倍
二
割
に
制
限
・
・
が
此
・
止
・
・
し
・
讐

賃
貸
籍

・
+
倍

を
徹
底

さ
し
た
ら
良
く
、
叉
今
巴
な
り
て
は
斯
が
る
制
限
を
設
け
て
影
響
を
緩
和
す

る
の
必
要
も
な
く
、
之
に
よ

b
別
に
費
用
を
要
し
な

い
で
百
九
十
萬
圓
ほ
こ
増
敗
の
見
込
嬉
の
事
で
あ

る
。

で
此
宅
地
の
方
は
夫
の
制
限
の
撤

塵
だ
け
に
止

め
、
田
畑

の
地
憤
修
正
を
行
ひ
、
山
林
原
野
等
の
修
正
も
行

ふ
こ
ご
」
す

べ
き
で
あ
る
。
特
に
後
者

ち

う

に
て
は
地
積
の
丈
量
を
精
確
に
行

ふ
必
要
が
あ
る
ε
の
事
で
あ
る
。
は
戴
は
夫

の
地
慣
修
正

に
は
大
費
用
も
か
》

(

b
、
大
困
難
も
あ
っ
て
而
か
も
爾

ほ
そ
ん
な
に
公
卒
な
る
結
果
が
得
ら
れ
ず
ε
い
ふ
に
於
て
、
む
し
ろ
別
箇
の
方

法
を
探
る
の
が
選
む
べ
き
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
之
を
財
産
税
に
改
造
す

る
の
案
を
別
ε
し
、
地
租
を
地
租
ξ
し

て
保
存
し
て
而
か
も
従
来
の
地
償
制
度
を
探
ら

澱
覧
な
れ
ば
、
土
地
の
年

々
の
時
償
に
よ
り
て
課
す

る
の
制
度
ξ

.



す

る
か
、
時

々
の
賃

貸
償
柊
即

ち
借
地

料

に
よ

る
の
制

度

ε
す

る
か
、
二

の
中

の

一
に
依

る
の
外

な

い
。
孰

れ

に

し

て
も
之

に
よ

る
`
す

れ
ば
、
前

年
の
實

蹟

に
依

る

こ
芭
ε
し
、
年

の

一
月
中

に
前

年
の
其
を
申
告

せ
し

め
、
前

年
中
無
償

に
て
貸

付
し
、
叉

は
自

ら
使
用

し
叉

は
自

他

ε
も
全

く
使
用
せ
ざ

り
し
も
の
は
、
類
地

に
比
準

し
て
申

告

せ
し
む

る
こ
ご

」
す

べ
き

で
あ

る
。
共

か
ら

此

は
挽
務
署

に
て
も
調
査

し
、
調
査

袈
員
會

の
如

き
も

の
を
設

け

て
共
議

に
附
す

る
こ
ε

」
す

べ
き
は
勿
論

で
あ

る
が
、
賃

貸
償
格

に
依

る
ξ
き
は
貸

借
活
間

の
特

別
な

る
事
情

に

よ
り

て
割
安

に
定

め
ら

れ
て
居

て
も
.、
事
實
其

安

い
の
で
貸

借

せ
ら

れ
て
居

る
ε
す

れ
ば
之

に
依

る

の
外

な

く
、

随

ふ
て
は
此

に

一
の
通
脱

の
鯨
地

が
存
す

る

こ
ご

ξ
な

る
。
又

田
畑
宅
地

に
は
貸

借

の
例

が
多

々
め

つ
て
、
.賃

貸

傾
格

を
求

む

る
こ
ε
畑
六

つ
か
し
く
な

ド
が
、
山

林
原
野
等

に
は

之
が
少

く
随

ふ
て
其
借
地

桝
窪

い

ふ
て
も
推

測

の
外

な
し

ε
い

ふ
の
敏

黙
が
あ

る
。
然

る
に
土
地

の
時
償

こ

い

へ
.ば
客
観

的

に
見

て
以

て
適

雷
こ
す

る
も

の
に
依

る

こ
ε
を
得

て
、
特
定
人

の
特
定

の
事
情

な
ご

に
依

ら

澱
こ
ε
に
な

る
を
得

る
の
み
な
ら
す

、
自
ら

借
地

料

に
現

は

れ
ざ
る
無
形

の
牧
盆

を
も
計
算
す

る
こ
巴

に
も
な

つ
τ
、

一
層
通
脱

遺
漏

を
少

か
ら

し
む

る
こ
ε
を
得

る
。
唯

然

し
償
格

ε
な

る
ξ
之
を
決
定
す

る

に
っ
き
多
少
困
難

が
あ

る
。

費
貿
が
現

に
行

は
れ
て
居

ら

阻
亡
き
に
、
此

が

行

は
れ
π
ら
幾

ら
で
行

は

る
る
で
あ
ら
う

か
を
推

測

し
な
く

て
は
な
ら

澱
の
で
少

し
六

つ
か
し

い
。
充

溢
近
頃

は

至

る
虚

に
萱
萱

が
行
は

る

、
か
ら

、
大
禮

そ
ん
な

に
六

つ
か
し
く
も
な

い
が
、
そ
れ
で
も
地

方

に
よ
b
特

に
田
舎

の
口
畑

に
於
て
此

の
殆

ん
ざ
行
は

れ

粗
ε

い
ふ
こ

ご
は
あ

る
。
其

に
て
は
困

る
ε

い

へ
ば
其

迄

で
あ

る
が
、
併

し

時

論

我
邦
の
地
租
な
論
↑

第
十
四
巻

(第
六
號

一
〇
轟
〉
一
〇
=
二

7

ぴ

9



特

設

我
邦
の
地
租
な
論
ず

第
十
四
巻

(第
六
號

二

〇
)
「
〇
三
二

其
場
合

で
も
類

推

が
出
来

ぬ
こ
ご
で
は
な

く

共

困
難

が
打
勝

つ
べ
か
ら

ざ
る
も

の
で
は
な

い
。
唯

だ
贋

格

の
決

定

の
⊥
ハ
つ
か
し

い
ご
い

ふ
こ
ざ
は
多
少
あ

る
。
異

之
借

地
料

こ
な

れ
ば
現

に
斯

の
如

き
も

の
ビ
し
て
貸
借

老
樹

に

授
受

さ
る

㌧
具
騰
的

の
も

の
が
多

く
の
土
地

に
於

て
存

す

る
か
ら

し
て
、
.之
を
確
卸

し
調
査

し
出
す

こ
ε
は

一
層

容

易
ε

い
ひ
得

る
。
兎

に
角

二
方

法
何
れ

に
も
各

長

短

が
あ

る
。

が
今
行

は

る
る
法
定
地
償

制

に
比

し
て
は

一
層

簡

軍
で
小
費
用

を
以
て

、
時
勢

の
憂

化

に
順
恋

し
て
課

枇
標

準
を
定

め
る

こ
ご
が
出

来
、
年

々
の
豊

凶
米

償

の
騰

落

、
景
気

の
好

否
な
ご
も
自

ら
多

少
斟
酌

せ
れ

る

こ
ε
が
出

來
、

一
層
負
捲

の
掛
竿

に
も
適

ひ
、
収
入
増
進

の
勢

を
有

つ
こ

ε
に
も

な
り

、
牧

入

の
屈
伸
力

も
亦

}
暦

大

ざ
い
ふ
こ
ε

に
な

る
。

ラC
倦

て
又

此
地
租

は
如

何
な

る
課
程
標
.準
を
探

る
ε
し
て
も
、

一
地

一
筆

毎

に
課
税
す

る

こ
ご
、
な

っ
て
、
累

(

進

課
税
を
行

ふ
に
も

不
便

で
あ
b

、
冤

税
黙
を
設
く

る
こ
ご
も
難

く
、
随

ふ
て
小
な

る
地

主

に
過

重
な

る
負
槽

を

課
す

る
こ

ご
Σ
な

り
、
其
他
給
付

能
力

に
適
慮

す
る

上

に
於

て
肝
要

な
る
人
的

事
情

の
考
慮

を
も
行

ひ
難

江
鉄

顯

を
も

つ
。
其

を
避

け
る
の
に
は
財

簾
枇

に
行
く

よ
り
外

な
き

こ
ご
ご
な

6
。
佃

ほ
如
何

に
此
地
租

が
細
民

に
及

ぶ

や

は
、
此
税

の
矯

め
の
土
地

の
筆

致
實

に

一
億
三

千

二
百
九
十
九
萬
⊥
八
百
+

四

に
上
ば
り
、
納
税
義

務
者

一
千
五

十
四
萬

一
千
三

百
八
人

に
達

し
内

、

一
圓
未

満

の
義
務
者

四
割

以
上
を
占

む
る
こ

ピ
に

よ
b

て
明

か
で
め
る
。

(大
正
十
年

一
月

一
日
現
在
調

)。
其

詳
し

き
敷

は
左

の
逼
り
、

大
正
十
年

一月

一日
現
在
義
務
者
納
租
金
額
別

「

.



時
dり

一
萬
圓
以
上

ラ俘
五
千
圓
以
上

ラ8
二
千
圓
以
上

ラ付
子

圓

以
上

ラ伍
五
百
圓
以
上

ラω
二
百
圓
以
上

ラσ
百

圓

以
よ

び
五
十
圓
以
上

ラ⑲
一昌
十
圓
以
上

瑚
二
+
圓
以
上

N11
+
五
圓
以
上

碧

圓
呈

πB
七

圓

以
上

M4
五

圓

以
上

即

-

5
三

圓

以
上

即6
二

圓

以
上

即7

}

圓

以
上

ほ恥
五

卜
鍍
以
上

α『
二
+
鎮
以
上

口

凡
敗
一

六
、

四
…ぺ

「
昌
悶
、

ゼ
ヘ
ルニ
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「
=

;

一
Q
三
四

鋤
二
+
銭
未
濫

=δ
元
・禿

も

(

合

計

6
、茜

一、
　「0
八

ゴ
財
政
牧
人
上
一

に
は
現
行
注
の
如
く
固
定
し
紀
地
儂
に
よ
り
課
税
し
て
晟
て
は
、
折
何
事
實
上
の
地
慣
が
上

くぼ
り
、土
地

股
盆

が
増

加
し
て
居

る
に
拘
ら
す

、
国
庫
牧

人
が
増
加
せ
す

ε

い
ふ
の
不
利

が
あ

る
。

そ
し
て
国
庫
は

盤

々
其

経
費

が
膨
脹

し

て
牧
入

の
増
進
を
希
望
す

る
こ

ε
の
切
な

る
勢

に
あ

る
に
於

て
、
比
熱

は
太

し
き
不
利

ε

い
ふ

こ
ざ
に
な
る
。
且

つ

一
朝
事
あ

る
ε
き
之

を
増
牽

し
ゃ
う

ε
し
て
も

、
前

に
い
ふ
如
く
大
な

不
公
箏

の
存

し

て
居

る
以
上
は
、
之

を
増

長
す

る
こ
ε
を

蓮
慮
す

べ
き

所
以

の
も

の
が
あ
り
、
叉
斯

の
如

く
物

上
負
搬

ε
も
な

っ

て
居

る
も
の

に
て
は
、

之

に
増

税
を
行

ふ
矯

め
に
財
産

償
値

に
署

し
き
憂

動
を
來

た
す

こ
ε
の
好

ま

し
か
ら

ざ

る

黙

も
あ
り
、
労

々
此
税

に
は

屈
伸
力

を
鉄

く
憾

が
あ
る
。

ラ三
國
民
纒
濟
上
i

に
は
多
少
、
生
産
墜
迫
を
俘
ふ
ご
い
ふ
こ
ε
は
、
此
は
ま
つ
已
む
を
得
な
い
ξ
し
て
も
、
此
視

(の
裸

視
標
準
た

る
地

偵
が
、
経
済
上

の
愛

化

に
俘

は
ざ

る
.爲
め

に
.
時

ご
し

て
或
地
片

に
謝

し
て
は
、
あ
ま

り
に

過
大
な
負
捲

ご
な
り
、
堪

へ
難

き
も

の
ξ

い
ふ

こ
ε

ン
な
り
得

る
。

四
課
税
技
術
上
1

に
は

一
旦
課
税
標
準
が
定
ま

っ
て
し
ま

へ
ば
樂

に
な
る
が
、
其
課
税
標
準
た
る
地
債
を
定
め

(る
こ
ぜ
に
可
な
り
永
き
時
ε
多
大
な
勢
費

ご
を
要
し
紛
争
混
雑

の
不
利
を
も
件
ひ
、
而

か
も
結
果
は
公
平
を
得

る

.

こ
ε
が
…難
い
ε
い
ふ
敏
黙
が
あ
る
。

〆

^



　

ラ

五
典
他
一

A
此
視
に
つ
い
て
は
現
に
山
林
に
於

い
て
は
女
童
の
不
完
全
が
太
し

い
ε
い
ふ
こ
ご
で
め
る
か
ら
、

(

(

改
椀
の
際
に
は
是
非
此
分
の
測
量
を
精
確
に
し
直
さ
な
く
て
は
な
ら
鳳
。
大
禮
、
.官
有
林
は
實
捌
す
れ
ば
む
し
ろ

う

減
少
し
、
民
有
林
は
鯨
程
増
加
す

べ
し
ピ
の
事
で
め
る
。
B
樹
果
現
在
、
市
街
宅
地

の
間

に
山
林
田
畑
の
残
存
す
る

く

例
が
め
む

ε
い
ふ
こ
ξ
も
不
穏
當
で
め
る
。
低
価
現
賃
に
昔
の
山
林

の
儘
で
あ
め
、
田
畑
ぜ
し
て
利
用
亭
れ
て
居

て
も
、
周
園
が
都
曾
池

こ
し
て
攣
化
し
だ
以
上
は
、
其
筈
の
山
林
叉
は
田
畑
を
も

つ
人
は
、
最
早
宅
地
内
の
庭
園

ε
し
て
も

つ
ε
視

る
の
が
穏
當
で
あ

る
。
之
を
住
宅
叉
は
工
場
溝
唐
薯
に
利
用
す

る
と
否
ご
は
所
有
者
の
随
意
で
.

め
る
が
、
併
し
少
乏

も
租
税
に
つ
い
て
は
附
近
周
園
の
宅
地
並
み
晶

窪

い
ふ
の
が
正
し
い
。
特
に
此

の
如

き
腱

に
大
な
山
林

や
佃
畑
を
も

つ
ご

い
ふ
こ

ε
は
、
其

所
有
者

の
隙

程

の
贅

澤
な

こ
ε
を
示

し
、
其

事
自
身

が

㎝

の
奢
侈

こ

し
て
特
.別

に
大

な
給
付
能

力
を
も
意
味
す

る
し

、
之
を
山
林

田
畑

ご
し

て
利
用
す

る

こ
ε
は
反

面
よ
b

見

れ
ば
、
然
ら
ざ

れ
ば
民
衆

の
爲

め
に
宅
地

ξ
し

で
開

か
る

べ
か
り

し
も
の
を
閉
鎖

し
て
少
数
者

㊨
享
樂

用

に
向

け
セ

ご
い
ふ
こ
ご
で
あ
り

、非
常

に
反
肚

會
的

な
打

網

で
あ

る
。
之
を
不
問
に
附
す

る
ε

い
ぶ
こ

ご
は

一
般
民
心

の

上

に
も
面
白

か
ら

阻
影
響

を
生

す
る
。
趾

會
政
策

上

の
考
慮

か
ら

し
て
も
之
を
宅
地

ε
し
て
課

税
す

る
こ
`
が
得

策

で
あ

る
ε

い
ふ
こ
ε
に
な
る
『
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